
 

 

憲章委員会 

ホノルル市郡 

711 Kapiolani Blvd. Suite 1485 

Honolulu, Hawaii 96813 

 

市憲章修正案全文 

2006 年 11 月７日の本選挙で投票用紙に記載され、ホノルル市郡住民の投票で決定さ

れる市憲章に関する設問 

 

 

さらに詳しい情報については、憲章委員会に電話（592-8622）または電子メール

（ charter@honolulu.gov ） で 問 い 合 わ せ る か 、 ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.honolulu.gov/chc）で閲覧することができます。 
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憲章修正案の全文はラムゼヤー形式で下記に示される。「」内の部分は削除される文

言を、下線が引かれた部分は追加される文言を示す。 

 

市憲章質問１の全文 

質問１が可決した場合、憲章の修正は質問２での投票結果に依存する。 

 

市憲章質問２の全文 

 

選択肢Ａが採択された場合： 

 

改正市憲章（RCH）３-102 項を修正する： 

 

３-102 項 市議会の定員、選挙、任期 

 市議会は９人の議員で構成される。議員は下文に示された９地区から１人ずつ選出

される。「16-122」16-項で規定されている場合以外には、議員の任期は選挙翌年の１

月２日正午から、４年間にわたって開始する。「任期は 16-122 項に従い、交互交替制

がとられる。４年の任期に連続で２回以上選出されることはできない。」交互交替制

とは、全議員をいっぺんにではなく、一度の選挙で５人あるいは４人を交互に改選す

る制度。 

 

改正市憲章 13-116 項を修正する（第１パラグラフを参照）： 

 

13-116 項 市選挙 

 1. 概要：市選挙は適用が可能な限り、州選挙法に従って行われるが、公選公務員

のすべては、超党派の特別選挙で選出される。この憲章で例外として規定された以外

は、特別選挙は指定された年に、予備選挙および本選挙と共に行われる。市会議員の

場合、特別選挙は 2002 年から２年毎に、2010 年の特別選挙以降は、４年毎に行われ

る。 

 2. 第１特別選挙：市長、検察官、市会議員の選挙では、各議席または公選職で過

半数を得票した候補者が当選者とみなされる。しかし、市長、検察官、市会議員の各

選挙で、候補者が１人以上いない場合には、候補者は得票数にかかわらず、当選者と

みなされる。 
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 3. 第２特別選挙：市長、検察官または市会議員が第１特別選挙で選出されなかっ

た場合、各選挙で得票数の最も多かった候補者２人の氏名が第２特別選挙の投票用紙

に記載される。第２特別選挙では得票数が最も多かった市長、検察官または市会議員

の候補者が当選者とみなされる。 

 

改正市憲章 16-122 項を廃棄し、新しい文言を挿入する： 

 

16 項- . 市会議員の任期制限と交互交替任期制度を廃止する際の過渡的な規定 

 1. 市会議員の任期制限と交互交替任期制度は 2011 年１月２日正午に終了し、こ

の項に従って施行される。 

 2. 2002 年と 2006 年に、II、IV、VI、さらに VIII 選挙区から４年の任期で選出

された市会議員は、2010 年に４年任期での選挙に立候補することを認められる。 

 3. 2008 年の特別選挙で I、III、V、VII、さらに IX 選挙区での選挙で選出された

市会議員は、2009 年１月２日から２年間の通常任期を開始する。  

 4. この項で規定された I、III、V、VII、さらに IX 選挙区での２年の任期が終了

したあと、それら奇数選挙区の議員の通常任期には、3-102 項が適用される。 

 5. 2010 年に行われる特別選挙では、市議会９選挙区のすべてで 2011 年１月２日

から開始する４年の任期を務める議員が選出され、その後は任期の回数に制限されず、

何度でも市会議員選挙に立候補する資格を与えられる。 

 

改正憲章第 XVI 条に新しい項を作成する： 

 

16 項- . 改正の発効期日 

2006 年 11 月７日に可決されたホノルル市郡憲章修正条項はすべて、変更が指定され

た場合を除き、2007 年１月２日付けで発効する。 

 

 

 

選択肢 B が採択された場合： 

 

改正市憲章３-102 項を修正する： 
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３-102 項 市会議員の定員、選挙、任期 

 市議会は９人の議員で構成される。議員は下文に示された９地区から１人ずつ選出

される。「16—122」16—項に示されている場合以外には、議員の任期は選挙翌年の１

月２日正午から、４年間にわたって開始する。「任期は 16-122 項に従い、交互交替制

がとられる。」４年の任期に連続で「２回」３回以上選出されることはできない。 

 

改正市憲章 13-116 項を修正する（第１パラグラフを参照）： 

13-116 項 市選挙 

 1. 概要：市選挙は適用が可能な限り、州選挙法に従って行われるが、公選公務員

のすべては、超党派の特別選挙で選出される。この憲章で例外として規定された以外

は、特別選挙は指定された年に、予備選挙および本選挙と共に行われる。市会議員の

場合、特別選挙は 2002 年から２年毎に、2010 年の特別選挙以降は４年毎に、行われ

る。 

 2. 第１特別選挙：市長、検察官、市会議員の選挙では、各議席または公選職で過

半数を得票した候補者が当選者とみなされる。しかし、市長、検察官、市会議員の選

挙において、それぞれの議席や公選職で候補者が１人以上いない場合、候補者は得票

数にかかわらず、当選者とみなされる。 

 3. 第２特別選挙：市長、検察官または市会議員が第１特別選挙で選出されなかっ

た場合、各選挙で得票数の最も多かった候補者２人の氏名が第２特別選挙の投票用紙

に記載される。第２特別選挙では得票数が最も多かった市長、検察官または市会議員

候補が当選者とみなされる。 

 

改正市憲章 16-122 項を廃棄し、新しい文言を挿入する 

 

16 項- 市会議員の交互交替制の廃止と連続任期制限を２回から３回に延長する際

の過渡的な規定条項 

1. 市会議員任期の交互交替制度は 2011 年１月２日正午に終了し、この項に従って

施行に移される。その後は全９選挙区の市会議員に、2011 年１月２日から４年の任

期が開始する選挙で選任される資格がある。 

2. ４年任期を連続で務められる回数の２回から３回への拡大は 2011 年１月２日正

午に発効し、この項に従って施行に移される。そのあと市会選挙で選出された議員は、

最高３回まで連続して４年間の任期を務めることが可能。  
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3. 2002 年と 2006 年に４年の任期で選出された、II、IV、VI、VIII 選挙区の市会議

員にはその後、４年任期の選挙で最高３回まで、連続で選出される資格がある。2006

年に II、IV、VI、VIII 選挙区から４年間にわたる通常任期の市会議員選挙に立候補

して選出された議員にはその後、４年任期で最高３回まで連続して選出される資格が

ある。 

4. 2008 年の特別選挙において、市議会の I、III、V、VII、IX 選挙区で選出された

議員は、2009 年１月２日に２年間の通常任期を開始する。２年間の通常任期が切れ

たあと、I、III、V、VII、IX 選挙区の議員には、４年任期の選挙で最高３回まで連

続して選出される資格がある。 

 

改正市憲章 XVI 条に新しい項を作成する： 

 

16 項- . 改正の発効期日 

2006 年 11 月７日に可決されたホノルル市郡憲章修正条項はすべて、変更が指定され

た場合を除き、2007 年１月２日付けで発効する。 
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市憲章質問３の全文 

 

改正市憲章 IX 条に新しい項を作成する 

 

9-204 項 浄水および自然地基金と低家賃（価格）住宅基金 

 

1. 浄水および自然地基金と低家賃および低価格住宅基金が設立される。毎会計年度

の予算と資本計画を採択するにあたり、市議会は不動産税収見積の最低１パーセント

を充当し、その半分が浄水および自然地基金に、残り半分が低家賃（価格）住宅基金

に割り当てられる。 

 

2. 浄水および自然地基金の資金は、後記の目的で、市内の土地保護のために不動産

やその範疇に入る物件の購入または入手に活用される：目的とは、水質と水の供給を

保存するための分水界の保護；森林、海岸、沿岸地区、農業用地の保存、海岸や海へ

のアクセスを含む公共用屋外レクリエーションと教育；歴史的または文化的に貴重な

土地や場所の保存；緩衝地帯を含む重要な生物または生態系の保護；侵食や洪水、地

滑り、土砂流出を防止するための土地保存；公共地と空地への公共アクセスの入手。 

 

3. 低家賃および低価格住宅基金は、後記の目的で、所得額が市の中間所得世帯の

50％以下である人々に向けた低家賃または低価格の住宅を供給、維持するために活用

される：目的とは、土地入手、開発、建設さらに低家賃および低価格の住宅を維持す

ることを通じ、住宅が恒久的に低家賃または低価格に保たれることを前提として、主

に低所得または収入が比較的少ない人たちのために低家賃または購買用の低価格住

宅を準備、拡大し、適切な生活環境を供給すること。 

 

4. 各基金に充当された資金はさらに、この項が施行に移され、3-116 項または 3-117

項に全面的または部分的に従い、この項の小区２、３に示された目的で公債が発行さ

れために必要になった場合、元金、利息、割増金、さらにその公債の購入、買戻し、

払戻しに関連する経費として活用できる。 

 

5. 両基金のうち、行政費用に活用される額は、常時全体の５％以下に制限される。 
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6. 各会計年度で基金に残された残高は無効にならないが、そのまま基金に留められ、

毎年蓄積される。それぞれの基金に貯えられた資金は、この項で指定された以外の目

的では活用できない。 

 

7. 市議会は市条例に従い、両基金の資金の管理と活用に関わる方策を設立する。両

基金への予算充当は、この項で指摘された目的のために、従来の予算に追加されるも

のであり、その分が従来の予算から差し引かれることはない。 

 

改正市憲章 XVI 条に新しい項を作成する： 

 

16 項- . 改正の発効期日 

2006 年 11 月７日に可決されたホノルル市郡憲章修正条項はすべて、変更が指定され

た場合を除き、2007 年１月２日付けで発効する。 
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市憲章質問４の全文 

 

改正市憲章 6-803 項を修正する： 

 

6-803 項 権限、任務、機能 

環境サービス局長は： 

（a）下水処理施設の計画とデザインに関し、設計および建設責任者に助言を行う。 

（b）下水道、下水処理場、ポンプ・ステーションの運営と維持を監督する。 

（c）下水の回収、処理、廃棄を監視する。 

（d）正しく機能していない汚水溜めのための化学処理と汲み上げを準備する。 

（e）総合的路傍リサイクリングを含む固形廃棄物の回収、処理、廃棄システムを開

発し、管理する。 

（f）法で定められた事項を施行および執行するため、必要に応じて規則や規定の普

及に務める。 

（g）法で定められている範囲で、他の任務も遂行する。 

 

改正市憲章 XVI 条に新しい項を作成する： 

 

16 項- . 改正の発効期日 

2006 年 11 月７日に可決されたホノルル市郡憲章修正条項はすべて、変更が指定され

た場合を除き、2007 年１月２日付けで発効する。 
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市憲章質問５の全文 

 

改正市憲章 11-106 項を修正する： 

 

11-106 項 違反に対する処罰、懲戒処分 

 市憲章のこの条項または市条例に従って設立された行動基準に対する違反があっ

たか、あるいは条例に従わなかった場合には、公選職公務員は罷免、その他の役員や

公務員は解任処分の対象となる。任命権者は、市憲章のこの条項または市条例で設立

された行動基準に対する違反が認められた非雇用者に対し、倫理委員会の推薦に従っ

て懲戒、謹慎、降格、停職、または解職処分を命じることができる。倫理委員会には

さらに、行動基準に違反した市の公選職員に対して、市条例で設定された民事罰金を

科する権限がある。 

 

改正市憲章 11-107 項を修正する（最後のパラグラフを参照）： 

 

11-107 項 倫理委員会 

 法務局の中には、行政のみを目的とした、構成員７人から成る倫理委員会がある。

委員会はこの憲章の 13-103 項で示された規定に従って運営される。 

 委員会は任務遂行のため、必要に応じてスタッフの指名やコンサルタントの雇用を

行うことができる。それらスタッフやコンサルタントには、法務局から独立した形で

委員会にアドバイスを行う弁護士が含まれる。スタッフすべての職はこの憲章の VI

条 11 章に示された規定の適用を免除されるが、そのようなスタッフの職は、専務理

事を除いて、職位格付けプランに含まれる。専務理事はハワイ州で法律業を営む資格

のある弁護士でなければならず、その給与は市条例に基づいて決定される。 

 委員会は憲章のこの条の適用に関する調査の実施と聴聞会を開く権限があり、また

この憲章の 13-114 項に示されている権限を持つ。 

 倫理委員会は、自主的に、憲章のこの条に関する勧告的意見を述べることができる。

勧告的意見は公選および任命公務員、一般職員による書簡での要請に応じて提供され

るほか、如何なる人物の要請にも応じても供給される。委員会は、関連した人々の氏

名や身元が明らかにならないように必要な部分を削除し、そのような勧告的意見を公

表する。 

 委員会は、憲章のこの条項または条例で規定された行動基準への違反が認められた
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市の公選職員に対して、市条例で設定された民事罰金を科することもできる。委員会

は、憲章のこの条項または市条例で規定された行動基準への違反が認められた市の役

員または職員に対し、適切な懲戒処分を推薦する。任命権者は、推薦に従ってとられ

た処置を、直ちに委員会に報告しなければならない。 

 

改正市憲章 XVI 条に新しい項を作成する： 

 

16 項- . 改正の発効期日 

2006 年 11 月７日に可決されたホノルル市郡憲章修正条項はすべて、変更が指定され

た場合を除き、2007 年１月２日付けで発効する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


